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過疎化・高齢化の集落の再生を図る 

「里力再生事業」及び「ふるさと共援活動支援事業」

の実施地区を募集 
募集期間：６月１０日（水）～６月３０日（火） 

平成21年5月28日  

京 丹 後 市 役 所 

 

市では、過疎化・高齢化の進んだ集落に対し、「里力再生事業」及び「ふるさと

共援活動支援事業」を実施して、大学や企業、NPO等の協力を得ながら地域の絆

を回復し、知恵を出し合い協働して課題解決に取り組む力を再生し、過疎化・

高齢化の進んだ集落の再生を図ります。本事業の実施希望地区を広く募集し、選

考の上、採択されれば事業を実施していただくものです。 

 
提案を募集する事業 

                              

◎ 里力再生事業（今年度からの新規事業） 

過疎化・高齢化集落を含む農村地域の複数集落による連携組織の設立や、地域の実情に

応じた里力再生計画の策定、再生計画に基づく協働活動の実施等をきめ細かく支援するこ

とにより、地域の絆を回復し、知恵を出し合い協働して課題解決に取り組む力である「里

力」を再生し、過疎化・高齢化の進む農村地域の再生を図る事業です。 

 

①事 業 主 体 地域連携組織（過疎化・高齢化集落を含む複数集落の連携組織） 

②事 業 期 間 ３年間 

③事 業 費 １組織１５０万円以内 

④補 助 率 １０分の１０以内 

⑤事 業 内 容 

    ○地域連携組織等の運営・活動に要する経費 

 ・里力再生計画づくり 

 ・地域団体との連携・調整や各種事業の実施など地域連携組織の運営 

 ○里力再生推進員の設置・活動に要する経費 

 ・地域をまとめ、計画づくりや事業実施の調整等 

 ○適地適作の推進に要する経費 

 ・地域課題の解決に向けた創発事業の検討や試行的実施等 

⑥対 象 経 費 

 会議等開催費、事務員の日当、先進地調査費、専門家招聘費、印刷製本費、通信運搬費、

里力再生推進員の日当・交通費（燃料費等）、原材料費、広告費ほか 

 

※旧村や小学校区等が基本単位 

 - 1 -



◎ ふるさと共援活動支援事業（昨年度からの継続事業） 

過疎化・高齢化の進んだ農村集落と、大学や企業、ＮＰＯ等の地域外の協力者で構成す

る「ふるさと共援組織」の活動を支援することにより、過疎化・高齢化の進んだ農村集落

の再生を図る事業です。 

 

①事 業 主 体 ふるさと共援組織（集落と大学、企業、団体、NPO、個人等で構成される団体） 

②事 業 期 間 ３年間 

③事 業 費 初年度８０万円、２年目以降３０万円 

④補 助 率 １０分の１０以内 

⑤事 業 内 容 

       ○集落の再生計画づくり 

    ○企業等に対する共援組織への誘致活動 

    ○共援組織が行う各種取組の準備や実施 

⑥対 象 経 費 

 会議等開催費、先進地調査費、交通費（燃料代）、専門家招聘費、印刷製本費、通信運搬

費、原材料費、広告費ほか 

昨年度事業実施地区 

丹後町矢畑、上山 

久美浜町甲坂 

 

採択予定件数 

里力再生事業 ２件 

ふるさと共援活動支援事業 １件 

 

 提案書等の提出 

（１）提出期間 ６月１０日（水）～３０日（火） 

（２）受付時間 8：30～17：00 

（３）提出場所 問い合わせ先に同じ 

（４）提出方法 持参または郵送（郵送による場合は、締切り当日必着） 

（５）提出部数 原本１部、原本の写し７部 

 

お問い合わせ先  

京丹後市 農林水産環境部 農政課 

電話番号 0772-69-0410 ／ FAX 番号 0772-64-5660 

E - M a i l：nosei@city.kyotango.kyoto.jp 

 

（※募集要領・提出様式は 6 月 10 日以降、京丹後市のホームページからダウンロードできます） 
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